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はじめに 
 

「公益法人に関する概況」は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

る法律（平成 18 年法律第 49 号）第 57 条の規定に基づき、公益法人の活動の状況、

公益法人に対して行政庁がとった措置その他の事項についての調査及び分析を行

った結果を取りまとめるものである。 

今般、各都道府県の協力を得て、内閣府において、全行政庁（内閣府及び都道

府県）分の公益法人の概況について取りまとめを行った。 

 なお、参考として、移行認可を受けて特例民法法人から移行した一般法人及び

申請中の特例民法法人の概況を掲載している。 

 
 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49 号） 

 （情報の提供） 

第５７条 内閣総理大臣及び都道府県知事は、公益法人の活動の状況、公益法人に対

して行政庁がとった措置その他の事項についての調査及び分析を行い、必要な統計

その他の資料の作成を行うとともに、公益法人に関するデータベースの整備を図

り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速

に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

 
（平成 25 年版について） 

平成 20 年 12 月 1 日に新公益法人制度が施行され、平成 25 年 11 月 30 日をもっ

て５年間にわたる特例民法法人からの移行期間が満了し、公益法人制度改革は大

きな区切りを迎えた。 

平成 25 年版「公益法人に関する概況」は、移行期間の満了後初めて取りまとめ

るものであるため、５年間の移行期間における公益法人の概況データを収録し、言

わば「移行期間の総括」としての役割を果たすことについても心掛けた。ただし、

移行期間は、法律上移行申請を受け付ける期間であるので、移行申請に対する審査

結果はまだ出尽くしているわけではない。また、公益法人としての活動データは、

移行認定又は公益認定を受けて１事業年度を経過後３か月以内に行政庁に提出され

る事業報告等により把握されることになる。このため、移行期間後の公益法人の本

当の意味の全体像が明らかになるのは、次年版以降となるものと考えている。 

 なお、公益法人制度改革の施行日が平成 20 年 12 月 1 日であり、移行期間の満

了が平成 25 年 11 月 30 日であったことから、本書の基となる基本データの集計時

点も平成 25 年 12 月 1 日とし、本書における「年度」区分についても、各年 12 月

1 日から翌年 11 月 30 日までを基本とすることとした。また、本書のデータの基

本時点（平成 25 年 12 月 1 日）に即して、本書を「平成 25 年版」と称することと

した。 

（内閣府大臣官房公益法人行政担当室） 
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（凡例） 

 ◆本書で使用しているデータは、基本的に、国・都道府県が共同で運用する公益認定等

総合情報システムにおける業務処理情報（データ時点は原則平成 25 年 12 月１日現

在）から算出している。ただし、第１章第２節「社員・役職員等」中「１．社員等」、

「１．（２）各種の会員」及び「６．職員」については、各法人の移行認定、公益認

定又は変更認定の申請及びその後の事業報告等のデータによる。 

 ◆第３章及び補章１第２節の財務データは、平成 25 年 12 月１日時点の公益認定等総

合情報システム上の入力確認済みデータを基に、過去１年間に公益法人から行政庁に

提出された事業報告等の内容を集計したものである。 

 ◆経年データの「年度」は、公益法人制度改革の施行が 12 月 1 日であったこと等を踏

まえ、各年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日まで（言わば「公益法人年度」）を用いる

ことを基本としている。 

  （例）平成 24 年度：平成 24 年 12 月 1 日から 25 年 11 月 30 日まで  

      ただし、第４章「税制」及び第５章「監督」については、通常の会計年度（各年４

月１日から翌年３月 31 日まで）による。 

◆移行期間開始時点の特例民法法人のデータについては、基本的に「特例民法法人に

関する年次報告」平成 21 年度版（基本となる集計時点は平成 20 年 12 月１日）によ

っている。 

 

◆本書で用いる法令の略称は、以下のとおりである。 

「法人法」 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第

48 号） 

「法人法施行令」 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令（平成 19 年

政令第 38 号） 

「法人法施行規則」 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則（平成 19

年法務省令第 28 号） 

「認定法」 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18

年法律第 49 号） 

「認定法施行令」 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令（平

成 19 年政令第 276 号） 

「認定法施行規則」 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則

（平成 19 年内閣府令第 68 号） 

「整備法」 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律（平成 18 年法律第 50 号） 



 

「整備法施行令」 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律施行令（平成 19 年政令第 277 号） 

「整備法施行規則」 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律施行規則（平成 19 年内閣府令第 69 号） 
 
 なお、根拠法令の条項等を（ ）囲みの中で示す場合は、次の略式で表記している。 

          ＜例＞ ○○法第１条第２項第３号：○○法§１Ⅱ③ 
 

◆本書で用いる用語の説明は、以下のとおりである。 

「特例民法法人」 改正前の民法第 34 条に基づき、主務官庁の許可を得て設立され

た社団法人及び財団法人をいう。特例社団法人及び特例財団法人

から成る。 

「一般法人」 法人法に定める一般社団法人及び一般財団法人をいう。 

「公益法人」 認定法に定める公益社団法人及び公益財団法人をいう。 

「行政庁」 認定法及び整備法に定める行政庁である内閣総理大臣（内閣府）

及び都道府県知事（都道府県）をいう。 

「移行期間」 新公益法人制度が施行された平成 20 年 12 月１日から 25 年 11 月

30 日までの５年間をいう。 

「移行認定」 特例社団法人又は特例財団法人が新公益法人制度における公益社

団法人又は公益財団法人となるために、その申請により、整備法

第 44 条に基づいて行政庁から受ける認定をいう。 

「公益認定」 一般社団法人又は一般財団法人が公益社団法人又は公益財団法人

となるために、その申請により、認定法第４条に基づいて行政庁

から受ける認定をいう。 

「移行認可」 特例社団法人又は特例財団法人が新公益法人制度における一般社

団法人又は一般財団法人となるために、その申請により、整備法

第 45 条に基づいて行政庁から受ける認可をいう。 

「移行申請」 特例民法法人が行う移行認定又は移行認可の申請をいう。 

「認定の申請」 移行認定又は公益認定の申請をいう。 

「公益認定の取消し」 認定法の規定に基づき行政庁が公益法人に対して行う処分の一

つであり、これを受けた公益法人は公益法人でなくなる（移行認

定を受けた法人は公益法人であり、この対象に含まれる。）。 

 



 

 

 


